
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  接待飲食費に該当しない費用                

Ｑ：接待飲食費の50%相当額が損金になる

ようになったそうですが、飲食費に該当しな

い費用には、どのようなものがあるのです

か？ 

                                              

Ａ：次のような費用は、飲食費に該当しな

いこととされています。 

【解説】 

接待飲食費の50%相当額が損金算入できる

ようになりましたが、次のような費用は、飲

食費に該当しないこととなっていますので注

意してください。 

 ①ゴルフや観劇等の際の飲食等 

ゴルフや観劇、旅行等の一環として行われ

る飲食等は、催事と一体不可分なものとして

それらの催事に吸収される行為と考えられま

すので、飲食等が催事とは別に単独で行われ

ていると認められる場合(例えば、企画した旅

行の行程の全てが終了して解散した後に、一

部の取引先の者を誘って飲食等を行った場合

など)を除き、ゴルフや観劇、旅行等の催事に

際しての飲食等に要する費用は飲食費に該当

しないこととなります。 

②接待等のために得意先等を送迎する送迎費 

接待・供応に当たる飲食等を目的とした送

迎という行為のために要する費用ですから、

送迎費は飲食費に該当しないこととなります。 

③飲食物の詰め合わせを贈答する費用 

単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為

は、いわゆる中元・歳暮と変わらないことか

ら、その贈答費用は飲食費に該当しないこと

となります。 
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